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右
の
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本
年
四
月
よ
り
医
療
費
が
改
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
看
護
料
は
看
護
基
準
に
従
つ
て
、
特
二
類
、
特
一
類
、
一 

 
 

類
、
二
類
と
段
階
的
に
そ
れ
ぞ
れ
一
、
八
八
〇
円
、
一
、
四
三
〇
円
、
八
七
〇
円
、
五
三
〇
円
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
試
み
に
、
中
小
病
院
に
比
較
的
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
特
一
類
、
一
類
看
護
の
看
護
料
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
を
、

五
〇
床
の
標
準
的
病
棟
に
つ
い
て
見
る
に
、
次
の
表
の
と
お
り
一
病
棟
当
た
り
、
い
ず
れ
も
一
〇
〇
万
円
前
後
の

赤
字
と
な
る
。 

    
よ
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
い
た
し
た
い
。 

看
護
料
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

一 
看
護
は
病
院
医
療
の
根
幹
を
な
す
重
要
部
門
で
あ
る
が
、
看
護
料
が
何
故
に
こ
の
よ
う
に
低
く
算
定
さ
れ
て

い
る
の
か
、
そ
の
算
定
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

基
準
看
護
は
、
入
院
患
者
数
対
看
護
婦
数
の
比
の
二
・
五
名
、
三
名
、
四
名
、
五
名
の
比
に
応
じ
て
特
二
類

以
下
各
段
階
の
看
護
基
準
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
た
看
護
料
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
患
者
数
に

対
す
る
看
護
婦
の
数
に
応
じ
て
、
自
ら
そ
の
可
能
な
る
業
務
の
範
囲
が
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
然
る
に
、
各
種

別
の
看
護
基
準
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
求
め
ら
れ
る
看
護
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
厚
生
省
は
い
か
な

る
看
護
業
務
の
内
容
を
、
各
種
別
看
護
体
制
に
求
め
て
い
る
の
か
、
そ
の
基
準
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

   

右
質
問
す
る
。 
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